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〔承第４号〕 

   美濃加茂市小口融資条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１５頁】 

◎ 改正の概要 

令和６年４月１日から副市長２人体制とすることに伴い、所要の改正を行

うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 小口融資審査委員会の委員長の明確化（第９条関係） 

「副市長」を「市長が指名する副市長」に改めます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

◎ 専決日 

 令和６年３月２８日 
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〔承第５号〕 

  美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１６頁】

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 〇特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正す

る内閣府令（令和５年内閣府令第６７号）

〇母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令

（令和５年内閣府令第８６号）

条例改正に影響

する施行日 

〇特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正す

る内閣府令 令和５年９月１６日 

〇母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和５年１２月２６日 

改正された法令 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平

成２６年内閣府令第３９号。以下「基準府令」という。）

条例改正に影響

する条 

第２３条、第３６条及び第６２条

〇 条例改正趣旨

   基準府令の一部改正が行われたことに伴い、必要な改正を行うもので

す。

◎ 改正の主な内容 

〇 重要事項のインターネットによる公衆の閲覧（第２４条関係） 

保育所、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業における重要事項説

明書について、書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に

供することを義務付けるものです。 

○ 基準府令の誤りによる改正（第３７条関係） 

基準府令において読み替え規定の誤りが改正されたことから、条例に

おける読み替え規定の誤りを改正するものです。
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○ 幅広い記録媒体への対応（第５４条関係） 

記録媒体の例示として「磁気ディスク」や「シー・ディー・ロム」が掲

げられていたものを、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応する

観点から、記録媒体の種類を示さない形の「電磁的記録媒体」とすること

で、幅広い記録媒体の使用が可能であると明確化するものです。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

◎ 専決日 

  令和６年３月２９日
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〔承第６号〕 

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例について 

【議案書：１９頁】

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 ○デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進す

るための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令

（令和５年厚生労働省令第１６１号。以下「令和５年

改正省令」という。） 

○介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の

一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第６１

号。以下「令和６年改正省令」という。） 

条例改正に影響

する施行日 

令和５年改正省令 令和５年１２月２６日 

令和６年改正省令 令和６年４月１日 

改正された法令 ○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号） 

○指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

○指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３７号） 

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３８号） 

○介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

条例改正に影響

する条 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準第３条の７及び第１８３条 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第

１１条及び第９０条 
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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準第４条及び第３３条 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準第４条及び第３１条 

介護保険法施行規則第１４０条の６６ 

○ 条例改正趣旨 

令和５年改正省令が令和５年１２月２６日に公布され、記録媒体に関す

る規定の改正が行われたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

   あわせて、令和６年改正省令が令和６年３月２９日に公布されたことに

伴い、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正（第１条関係） 

新たな情報通信技術の導入や活用に円滑に対応できるよう「磁気ディス

ク」、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定めるものから「電磁

的記録媒体」に改めます。 

〇 美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正（第２条関係） 

新たな情報通信技術の導入や活用に円滑に対応できるよう「磁気ディス

ク」、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定めるものから「電磁

的記録媒体」に改めます。 

〇 美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正（第３条関係） 

新たな情報通信技術の導入や活用に円滑に対応できるよう「磁気ディス

ク」、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定めるものから「電磁

的記録媒体」に改めます。 

また、引用する条項を「介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号ロ

(2)」から「介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ」に改めます。

〇 美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を

定める条例の一部改正（第４条関係）

新たな情報通信技術の導入や活用に円滑に対応できるよう「磁気ディス

ク」、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定めるものから「電磁
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的記録媒体」に改めます。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

◎ 専決日 

令和６年３月２９日 
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〔承第７号〕 

美濃加茂市税条例の一部を改正する条例について 

   【議案書：２７頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第２

号）、（令和６年法律第４号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年２月２２日、令和６年４月１日 

改正された法令 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

条例改正に影響

する条 

法第３１４条の７、法第３２３条、法第３４８条、法

第３６７条、法第６０５条の２、附則３条の２の３、

附則第４条の５、附則第４条の６、附則第４条の７、

附則第４条の８、附則第４条の９、附則第５条の８、

附則第５条の９、附則第５条の１１、附則第５条の１

２、附則第６条、附則第１５条、附則第１５条の７、規

則附則第７条、附則第１７条、附則第１７条の２、附

則第１８条、附則第１９条、附則第２１条、附則第２

１条の２及び地方税法等の一部を改正する法律（令和

６年法律第４号）附則第２０条第１項 

〇 条例改正趣旨

地方税法等の一部を改正する法律が令和６年２月２２日及び同年３月

３０日に公布され、地方税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行い

ます。 

◎ 改正の主な内容

 （個人住民税、固定資産税） 

〇 個人住民税、固定資産税の減免の改正（第３３条、第５２条関係） 

趣 旨：能登半島地震の被災者の負担軽減を図るため、地方税法の規定

の改正により、市長が必要と認める場合は職権により市民税の

減免ができるよう改正を行います。 

施行日：令和６年４月１日 

（個人住民税） 

 〇 寄附金税額控除の改正（第２６条の８関係） 

趣 旨：公益信託の見直しに伴う所得税法の改正により、地方税法の規定
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が改正されたため、規定の改正を行います。 

施行日：公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属

する年の翌年の１月１日 

〇 公益法人等に係る市民税の課税の特例の改正（附則第２条の２関係） 

趣 旨：公益信託の見直しに伴い、規定を削ります。 

施行日：公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属

する年の翌年の１月１日 

〇 特定一般医療用等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の改正

（附則第３条の２関係） 

趣 旨：地方税法附則の改正による条ずれにより改正を行います。 

施行日：令和６年４月１日 

 〇 令和６年度分・令和７年度の個人市民税の特別税額控除の算定に伴う

改正（附則第３条の５、附則第３条の６、附則第３条の７、附則第３条の

８、附則第４条、附則１５条の２、附則１６条、附則１７条、附則１９

条、附則２０条、附則２１条、附則２１条の２及び附則２１条の３関係）

趣 旨：令和６年度分の個人市民税の特別税額控除に係る規定の新設と、

特別税額控除の対象となる所得割の額について各種分離課税の

特例の所得割の額を含めるよう規定を追加します。 

施行日：令和６年４月１日 

参考： 

※地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）の概要から引用

 〇 令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例（附則第４条の
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３関係） 

趣 旨：能登半島地震災害に係る雑損控除額等を令和５年において適用

できるよう、市民税の納税通知書が送達される時までに申告書

を提出された場合に、適用できるよう特例を整備します。 

施行日：令和６年４月１日 

（固定資産税） 

〇 固定資産税の非課税の範囲の改正（第４２条の３関係） 

趣 旨：法律の改正による条ずれについて改正します。 

施行日：令和７年４月１日 

〇 固定資産税の減免の改正（第５２条関係） 

趣 旨：職権による減免を可能とする規定を追加します。 

施行日：令和６年４月１日 

〇 特別土地保有税の減免の改正（第１２６条の３関係） 

趣 旨：職権による減免を可能とする規定を追加します。 

施行日：令和６年４月１日 

○ 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）の特例割合（附則第６

条の２関係） 

・ 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置のうち、一

定のバイオマス発電設備に係る課税標準の特例措置を７分の６としま

す。（附則第６条の２第７項） 

・ 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のために一体型滞在快適性

等向上事業により整備をした固定資産についての課税標準の特例措置

を２分の１とします。（附則第６条の２第１７項） 

・ 特定事業所内保育施設に係る課税標準の特例措置を廃止します。 

○ 新築住宅等に対する固定資産税の減額（附則第６条の３関係） 

・ 認定長期優良住宅に係る固定資産税の特例措置について、申告書の

提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められる場合には特

例を適用できることとする規定を新設します。（附則第６条の３第３

項） 

○ 固定資産税（土地）の負担調整措置（附則第７条、附則第７条の２、

附則第８条、附則第８条の３及び附則第１０条関係） 

・ 令和６年度から令和８年度までの間、下落修正措置を含め土地に係

る固定資産税の負担調整の仕組みを継続します。 

○ 特別土地保有税の課税の特例（附則第１２条関係） 

・ 令和６年度から令和８年度までの間、特別土地保有税の課税の特例
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措置を継続します。 

◎ 施行期日等（附則） 

○ 施行期日（第１条） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。ただし、第４２条の３

の改正の規定は令和７年４月１日から、第２６条の８第１項の改正規定、

附則第２条の２を削る改正規定及び第２条の規定は公益信託に関する法

律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日から

施行します。 

 ○ 経過措置（第２条及び第３条） 

市民税及び固定資産税について、それぞれ経過措置を定めます。 

◎ 専決日 

  令和６年３月３０日 
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〔承第８号〕 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

   【議案書：５８頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

条例改正に影響

する条 

法附則第１５条、法附則第２５条及び法附則第２６条 

〇 条例改正趣旨

地方税法等の一部を改正する法律が令和６年３月３０日に公布され、地方

税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行います。 

◎ 改正の主な内容  

○ 条項の整理（附則第２項、附則第３項、附則第４項、附則第５項及び附則

第１５項） 

趣旨：課税標準の特例を規定している地方税法附則第１５条が改正されたこ

とによる引用条項を整理するものです。

 ○ 土地の負担調整措置（附則第６項、附則第８項、附則第９項、附則第１０

項、附則第１１項、附則第１２項、附則第１３項）

趣旨：令和６年度から令和８年度までの間、下落修正措置を含め土地に係る

都市計画税の負担調整の仕組みを継続します。

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

〇 経過措置（第２項、第３項及び第４項） 

１ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の美濃加茂市都市計

画税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、

令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例によります。

２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法

等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）

附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事

業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税について
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は、なお従前の例によります。

３ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の

施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条

第３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対し

て課する都市計画税については、なお従前の例によります。

◎ 専決日 

  令和６年３月３０日
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〔承第９号〕 

美濃加茂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例について 

【議案書：６４頁】

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年

法律第４８号。以下「番号法一部改正法」という。） 

条例改正に影響

する施行日 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期

日を定める政令（令和６年政令第１６９号） 令和６年

５月２７日 

改正された法令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。） 

条例改正に影響

する条 

第１９条（別表第２） 

○ 条例改正趣旨 

番号法一部改正法の制定により、マイナンバーによる情報連携が可能な事

務や情報を規定する番号法別表第２が廃止されました。これにより、番号法

でマイナンバー情報の利用が認められている事務に準ずる事務であれば、主

務省令に規定されることで、情報連携を行うことができることとなりまし

た。それに伴い、番号法別表第２を引用する条文の内容等の所要の改正を行

うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 定義規定の改正（第２条関係） 

条例における用語の意義を改め、番号法の改正に速やかに対応するため、

「法の例による」とするものです。 

〇 市の責務の改正（第３条関係） 

国との連携を図りながら、「自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施

策を実施する」ことを明記するものです。 

 〇 番号法別表第２の廃止に伴う改正（第４条関係） 

 番号法別表第２を引用する条文の所要の改正を行います。 

  ・ 特定個人番号利用事務 
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法が定めるマイナンバーを利用できる事務のうち、迅速に特定個人情報

の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定

めるものです。 

・ 利用特定個人情報 

特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主

務省令で定めるものです。 

〇 その他の改正（別表第１及び別表第２（第４条関係）関係） 

その他字句の整理をするものです。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年５月２７日から施行します。 

◎ 専決日 

  令和６年４月１２日 
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〔議第４９号〕 

  美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

【議案書：６７頁】

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を

改正する内閣府令（令和６年内閣府令第１８号）

条例改正に影響

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成

２６年厚生労働省令第６１号。以下「基準府令」とい

う。）

条例改正に影響

する条 

第２９条、第３１条、第４４条及び第４７条

〇 条例改正趣旨

   基準府令の一部改正が行われたことに伴い、必要な改正を行うもので

す。

◎ 改正の主な内容 

〇 保育士・保育従事者の配置基準の見直し（第３０条、第３２条、第４５

条及び第４８条関係） 

家庭的保育事業等における保育士・保育従事者の配置について、安心し

てこどもを預けられる体制の整備を急ぐため、当該配置の最低基準を改

めるものです。 

配置基準の見直し内容 

改正前 改正後

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

満３歳以上満４歳未満児童 

おおむね２０人につき職員１人以上 

満４歳以上の児童 

おおむね３０人につき職員１人以上 

満３歳以上満４歳未満児童 

おおむね１５人につき職員１人以上 

満４歳以上の児童 

おおむね２５人につき職員１人以上 
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この条例は、公布の日から施行します。 

〇 経過措置（第２項及び第３項） 

この条例の施行後も、当分の間は、改正後の基準は適用せず、なお従前

の例によるものとしますが、改正後の基準を満たすように努めなければ

ならないものとします。
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〔議第５０号〕 

   美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：７０頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

〇 条例改正趣旨

地方自治法の一部を改正する法律が令和６年４月１日に施行され、会計

年度任用職員に対して期末勤勉手当を支給することに伴い、育児休業をし

ている職員に係る期末勤勉手当の支給対象に会計年度任用職員を含めるた

め、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 期末手当等の支給（第７条関係） 

育児休業をしている会計年度任用職員においても、基準日以前６箇月以

内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末勤

勉手当を支給するよう改正を行います。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。 

公布された法令 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第

１９号） 

条例改正に影響 

する施行日 

令和６年４月１日 

改正された法令 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

条例改正に影響 

する条 

第２０３条の２ 
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〔議第６０号〕

岐阜県後期高齢者医療広域連合の処理する事務及び規約の変更について 

【議案書：１５９頁】 

◎ 議案の概要 

  「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律（令和５年６月９日公布）」及び「行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の一部の施行期日を定める政令（令和５年１２月２７日公布）」により、

令和６年１２月２日以降、「被保険者証」及び「資格証明書」が発行されなく

なります。 

  上記の法改正に伴い、被保険者の資格に係る情報については、厚生労働省令

で定める事項を記載した書面の交付等により被保険者に提供することになり

ます。 

  以上のことから、岐阜県後期高齢者医療広域連合の処理する事務を変更し、

これに伴い規約の改正を行うものです。 

ついては、地方自治法第２９１条の３第１項の規定に基づく、規約等を変更

する関係地方公共団体の協議を行うため、同法第２９１条の１１の規定により

議会の議決を求めるものです。 

◎ 施行期日 

令和６年１２月２日から施行します。 
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